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郵
便
法
及
び
民
間
事
業
者
に
よ
る
信
書
の
送
達
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律 

新
旧
対
照
条
文 

 
○
郵
便
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
五
号
） 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 
 

正 
 

案 

現 
 

 
 

 
 

行 

第
三
条
（
郵
便
に
関
す
る
料
金
） 

郵
便
に
関
す
る
料
金
は
、
郵
便
事
業
の
能
率

的
な
経
営
の
下
に
お
け
る
適
正
な
原
価
を
償
い
、
か
つ
、
適
正
な
利
潤
を
含
む

料
金
の
水
準
を
上
回
ら
な
い
も
の
で
あ
つ
て
、
会
社
の
経
営
の
状
況
に
照
ら
し

て
適
切
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
三
条
（
郵
便
に
関
す
る
料
金
） 

郵
便
に
関
す
る
料
金
は
、
郵
便
事
業
の
能
率

的
な
経
営
の
下
に
お
け
る
適
正
な
原
価
を
償
い
、
か
つ
、
適
正
な
利
潤
を
含
む 

も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
料
金
） 

（
料
金
） 

第
六
十
七
条 

会
社
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
郵
便
に
関
す
る

料
金
（
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
認
可
を
受
け
る
べ
き
も
の
及
び
第
七
項
の
規
定

に
よ
り
届
け
出
る
べ
き
も
の
を
除
く
。
）
を
定
め
、
あ
ら
か
じ
め
、
総
務
大
臣

に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
、
同
様

と
す
る
。 

第
六
十
七
条 

会
社
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
郵
便
に
関
す
る

料
金
（
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
認
可
を
受
け
る
べ
き
も
の
及
び
第
五
項
の
規
定

に
よ
り
届
け
出
る
べ
き
も
の
を
除
く
。
）
を
定
め
、
あ
ら
か
じ
め
、
総
務
大
臣

に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
、
同
様

と
す
る
。 

２ 

前
項
の
料
金
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

２ 

（
同
上
） 

一 

郵
便
事
業
の
能
率
的
な
経
営
の
下
に
お
け
る
適
正
な
原
価
を
償
い
、
か
つ

、
適
正
な
利
潤
を
含
む
料
金
の
水
準
を
上
回
ら
な
い
も
の
で
あ
つ
て
、
会
社

の
経
営
の
状
況
に
照
ら
し
て
適
切
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

一 

郵
便
事
業
の
能
率
的
な
経
営
の
下
に
お
け
る
適
正
な
原
価
を
償
い
、
か
つ

、
適
正
な
利
潤
を
含
む
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

で
あ
る
こ
と
。 

二 

第
一
種
郵
便
物
及
び
第
二
種
郵
便
物
の
料
金
の
額
が
配
達
地
に
よ
り
異
な

る
額
が
定
め
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
（
会
社
の
営
業
所
に
お
い
て
そ
の
引
受
け

を
行
う
郵
便
物
で
あ
つ
て
、
そ
の
送
達
に
際
し
会
社
の
区
分
営
業
所
（
主
と

し
て
郵
便
物
の
区
分
を
行
う
営
業
所
を
い
う
。
第
六
項
第
一
号
に
お
い
て
同

じ
。
）
間
の
運
送
を
要
し
な
い
郵
便
物
の
料
金
を
除
く
。
）
。 

二 

第
一
種
郵
便
物
及
び
第
二
種
郵
便
物
の
料
金
の
額
が
配
達
地
に
よ
り
異
な

る
額
が
定
め
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
（
会
社
の
営
業
所
に
お
い
て
そ
の
引
受
け

を
行
う
郵
便
物
で
あ
つ
て
、
そ
の
送
達
に
際
し
会
社
の
区
分
営
業
所
（
主
と

し
て
郵
便
物
の
区
分
を
行
う
営
業
所
を
い
う
。
第
四
項
第
一
号
に
お
い
て
同

じ
。
）
間
の
運
送
を
要
し
な
い
郵
便
物
の
料
金
を
除
く
。
）
。 
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三 

第
一
種
郵
便
物
（
郵
便
書
簡
を
除
く
。
第
六
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。

）
の
う
ち
大
き
さ
及
び
形
状
が
総
務
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の

で
あ
つ
て
、
そ
の
重
量
が
二
十
五
グ
ラ
ム
以
下
の
も
の
（
以
下
こ
の
条
及
び

第
七
十
一
条
に
お
い
て
「
定
形
郵
便
物
」
と
い
う
。
）
の
料
金
の
額
が
、
次

項
の
規
定
に
よ
り
認
可
を
受
け
た
上
限
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

額
を
超
え
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

三 

第
一
種
郵
便
物
（
郵
便
書
簡
を
除
く
。
第
四
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。

）
の
う
ち
大
き
さ
及
び
形
状
が
総
務
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の

で
あ
つ
て
、
そ
の
重
量
が
二
十
五
グ
ラ
ム
以
下
の
も
の
（
次
号 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

に
お
い
て
「
定
形
郵
便
物
」
と
い
う
。
）
の
料
金
の
額
が
、
軽

量
の
信
書
の
送
達
の
役
務
が
国
民
生
活
に
お
い
て
果
た
し
て
い
る
役
割
の
重

要
性
、
国
民
の
負
担
能
力
、
物
価
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
総
務
省
令
で

定
め
る
額
を
超
え
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

四 

郵
便
書
簡
及
び
通
常
葉
書
の
料
金
の
額
が
定
形
郵
便
物
の
料
金
の
額
の
う

ち
最
も
低
い
も
の
よ
り
低
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

四 

（
同
上
） 

五 

国
際
郵
便
に
関
す
る
料
金
の
額
が
郵
便
に
関
す
る
条
約
の
規
定
に
適
合
す

る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

五 

（
同
上
） 

六 

定
率
又
は
定
額
を
も
つ
て
明
確
に
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
。 

六 

（
同
上
） 

七 

特
定
の
者
に
対
し
不
当
な
差
別
的
取
扱
い
を
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
。 

七 

（
同
上
） 

３ 

会
社
は
、
定
形
郵
便
物
の
料
金
の
上
限
の
額
を
定
め
、
総
務
大
臣
の
認
可
を

受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す

る
。 

（
新
設
） 

４ 

総
務
大
臣
は
、
前
項
の
認
可
の
申
請
に
係
る
定
形
郵
便
物
の
料
金
の
上
限
の

額
が
郵
便
事
業
の
能
率
的
な
経
営
の
下
に
お
け
る
適
正
な
原
価
を
償
い
、
か
つ

、
適
正
な
利
潤
を
含
む
定
形
郵
便
物
の
料
金
の
水
準
を
超
え
な
い
と
認
め
る
と

き
で
な
け
れ
ば
、
同
項
の
認
可
を
し
て
は
な
ら
な
い
。 

（
新
設
） 

５ 

会
社
は
、
第
三
種
郵
便
物
及
び
第
四
種
郵
便
物
の
料
金
を
定
め
、
総
務
大
臣

の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
、

同
様
と
す
る
。 

３ 

（
同
上
） 

６ 

総
務
大
臣
は
、
前
項
の
認
可
の
申
請
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
適
合
し
て

い
る
と
認
め
る
と
き
で
な
け
れ
ば
、
同
項
の
認
可
を
し
て
は
な
ら
な
い
。 

４ 

（
同
上
） 
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一 

配
達
地
に
よ
り
異
な
る
額
が
定
め
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
（
会
社
の
営
業
所

に
お
い
て
そ
の
引
受
け
を
行
う
郵
便
物
で
あ
つ
て
、
そ
の
送
達
に
際
し
会
社

の
区
分
営
業
所
間
の
運
送
を
要
し
な
い
郵
便
物
の
料
金
を
除
く
。
）
。 

 

二 
同
一
重
量
の
第
一
種
郵
便
物
の
料
金
の
額
よ
り
低
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

 

三 

定
率
又
は
定
額
を
も
つ
て
明
確
に
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
。 

 

四 

特
定
の
者
に
対
し
不
当
な
差
別
的
取
扱
い
を
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
。 

 

７ 

会
社
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
郵
便
に
関
す
る
料
金
（
第

一
種
郵
便
物
、
第
二
種
郵
便
物
、
第
三
種
郵
便
物
及
び
第
四
種
郵
便
物
の
料
金

を
除
き
、
郵
便
事
業
の
収
入
に
与
え
る
影
響
が
軽
微
な
料
金
の
う
ち
総
務
省
令

で
定
め
る
料
金
に
限
る
。
）
を
定
め
、
あ
ら
か
じ
め
、
又
は
そ
の
実
施
後
遅
滞

な
く
、
総
務
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
す
る
と
き
も

、
同
様
と
す
る
。 

５ 

（
同
上
） 

８ 

第
二
項
（
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
前
項
の
料
金

に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

６ 

（
同
上
） 

９ 

会
社
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
郵
便
事
業
の
収
支
の
状
況

を
総
務
大
臣
に
報
告
す
る
と
と
も
に
、
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

７ 

（
同
上
） 

（
料
金
等
の
変
更
命
令
） 

（
料
金
等
の
変
更
命
令
） 

第
七
十
一
条 

総
務
大
臣
は
、
こ
の
法
律
を
施
行
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め

る
と
き
は
、
会
社
に
対
し
、
郵
便
に
関
す
る
料
金
（
第
六
十
七
条
第
三
項
の
規

定
に
よ
り
認
可
を
受
け
た
定
形
郵
便
物
の
料
金
の
上
限
の
額
を
含
む
。
）
、
郵

便
約
款
又
は
郵
便
業
務
管
理
規
程
を
変
更
す
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き

る
。 

第
七
十
一
条 

総
務
大
臣
は
、
こ
の
法
律
を
施
行
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め

る
と
き
は
、
会
社
に
対
し
、
郵
便
に
関
す
る
料
金 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
郵

便
約
款
又
は
郵
便
業
務
管
理
規
程
を
変
更
す
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き

る
。 

（
審
議
会
等
へ
の
諮
問
） 

（
審
議
会
等
へ
の
諮
問
） 

第
七
十
三
条 

総
務
大
臣
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
審
議
会
等
（
国
家
行
政

組
織
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
八
条
に
規
定
す
る
機
関
を
い

第
七
十
三
条 
（
同
上
） 
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う
。
）
で
政
令
で
定
め
る
も
の
に
諮
問
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

第
六
十
七
条
第
三
項
若
し
く
は
第
五
項
、
第
六
十
八
条
第
一
項
又
は
第
七

十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
。 

一 

第
六
十
七
条
第
三
項 

 
 

 
 

 
 

、
第
六
十
八
条
第
一
項
又
は
第
七

十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
。 

二 
第
六
十
七
条
第
二
項
第
三
号
又
は
第
七
十
条
第
三
項
第
二
号
か
ら
第
四
号

ま
で
の
総
務
省
令
を
制
定
し
、
又
は
改
廃
し
よ
う
と
す
る
と
き
。 

二 

（
同
上
） 

三 

第
七
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
。 

三 

（
同
上
） 

第
八
十
七
条
（
不
当
に
郵
便
の
役
務
を
提
供
す
る
等
の
罪
） 

次
の
各
号
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
当
該
違
反
行
為
を
し
た
者
は
、
百
万
円
以
下
の

罰
金
に
処
す
る
。 

第
八
十
七
条
（
不
当
に
郵
便
の
役
務
を
提
供
す
る
等
の
罪
） 

次
の
各
号
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

者
は
、
百
万
円
以
下
の

罰
金
に
処
す
る
。 

一 

第
六
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
た
料
金
、
同
条
第
五
項
の
規

定
に
よ
り
認
可
を
受
け
た
料
金
若
し
く
は
同
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
定
め

、
若
し
く
は
変
更
し
た
料
金
又
は
第
六
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
認
可

を
受
け
た
郵
便
約
款
に
よ
ら
な
い
で
郵
便
の
役
務
を
提
供
し
た
と
き
。 

一 

第
六
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
た
料
金
、
同
条
第
三
項
の
規

定
に
よ
り
認
可
を
受
け
た
料
金
若
し
く
は
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
定
め

、
若
し
く
は
変
更
し
た
料
金
又
は
第
六
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
認
可

を
受
け
た
郵
便
約
款
に
よ
ら
な
い
で
郵
便
の
役
務
を
提
供
し
た
者 

 
 

二 

第
七
十
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
郵
便
業
務
管
理
規
程
の
認
可
を
受

け
な
か
つ
た
と
き
。 

二 

第
七
十
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
郵
便
業
務
管
理
規
程
の
認
可
を
受

け
な
か
つ
た
者 

 
 

三 

第
七
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
と
き
。 

三 

第
七
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
者 

 
 

四 

第
七
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
郵
便
の
業
務
の
一
部
を
委
託
し

た
と
き
。 

四 

第
七
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
郵
便
の
業
務
の
一
部
を
委
託
し

た
者 

 
 

第
八
十
九
条
（
報
告
を
し
な
い
等
の
罪
） 

第
六
十
七
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
る

報
告
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
報
告
を
し
た
会
社
の
取
締
役
又
は
執
行
役
は
、
三

十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。 

第
八
十
九
条
（
報
告
を
し
な
い
等
の
罪
） 

第
六
十
七
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る

報
告
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
報
告
を
し
た
会
社
の
取
締
役
又
は
執
行
役
は
、
三

十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。 

第
九
十
一
条
（
収
支
状
況
を
公
表
し
な
い
場
合
等
の
過
料
） 

第
六
十
七
条
第
九

項
の
規
定
に
よ
る
公
表
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
公
表
を
し
た
会
社
の
取
締
役
又

は
執
行
役
は
、
百
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。 

第
九
十
一
条
（
収
支
状
況
を
公
表
し
な
い
場
合
等
の
過
料
） 

第
六
十
七
条
第
七

項
の
規
定
に
よ
る
公
表
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
公
表
を
し
た
会
社
の
取
締
役
又

は
執
行
役
は
、
百
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。 
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○
民
間
事
業
者
に
よ
る
信
書
の
送
達
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
九
十
九
号
） 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 
 

正 
 

案 

現 
 

 
 

 
 

行 

（
料
金
） 

（
料
金
） 

第
十
六
条 

一
般
信
書
便
事
業
者
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
一

般
信
書
便
役
務
に
関
す
る
料
金
（
一
般
信
書
便
役
務
に
係
る
信
書
便
物
の
送
達

の
料
金
以
外
の
料
金
の
う
ち
総
務
省
令
で
定
め
る
料
金
を
除
く
。
第
二
十
七
条

第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
定
め
、
あ
ら
か
じ
め
、
総
務
大
臣
に
届
け
出
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。 

第
十
六
条 

（
同
上
） 

２ 

前
項
の
料
金
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

２ 

（
同
上
） 

一 

配
達
地
に
よ
り
異
な
る
額
が
定
め
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
（
一
般
信
書
便
事

業
者
の
事
業
所
に
お
い
て
そ
の
引
受
け
を
行
う
信
書
便
物
で
あ
っ
て
、
そ
の

送
達
に
際
し
当
該
一
般
信
書
便
事
業
者
の
区
分
事
業
所
（
主
と
し
て
信
書
便

物
の
区
分
を
行
う
事
業
所
を
い
う
。
）
間
の
運
送
を
要
し
な
い
信
書
便
物
に

係
る
料
金
を
除
く
。
）
。 

一 

（
同
上
） 

二 

大
き
さ
及
び
形
状
が
総
務
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
信
書
便
物
で

あ
っ
て
、
そ
の
重
量
が
二
十
五
グ
ラ
ム
以
下
の
も
の
（
以
下
こ
の
条
及
び
第

二
十
七
条
第
三
号
に
お
い
て
「
定
形
信
書
便
物
」
と
い
う
。
）
に
係
る
料
金

の
額
が
、
次
項
の
規
定
に
よ
り
認
可
を
受
け
た
上
限
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

額
を
超
え
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

二 

大
き
さ
及
び
形
状
が
総
務
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
信
書
便
物
で

あ
っ
て
、
そ
の
重
量
が
二
十
五
グ
ラ
ム
以
下
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
係
る
料
金

の
額
が
、
軽
量
の
信
書
の
送
達
の
役
務
が
国
民
生
活
に
お
い
て
果
た
し
て
い

る
役
割
の
重
要
性
、
国
民
の
負
担
能
力
、
物
価
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て

総
務
省
令
で
定
め
る
額
を
超
え
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

三 

定
率
又
は
定
額
を
も
っ
て
明
確
に
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
。 

三 

（
同
上
） 

四 

特
定
の
者
に
対
し
不
当
な
差
別
的
取
扱
い
を
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
。 

四 

（
同
上
） 
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３ 

一
般
信
書
便
事
業
者
は
、
定
形
信
書
便
物
の
料
金
の
上
限
の
額
を
定
め
、
総

務
大
臣
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と

き
も
、
同
様
と
す
る
。 

（
新
設
） 

４ 

総
務
大
臣
は
、
前
項
の
認
可
の
申
請
に
係
る
定
形
信
書
便
物
の
料
金
の
上
限

の
額
が
一
般
信
書
便
事
業
の
能
率
的
な
経
営
の
下
に
お
け
る
適
正
な
原
価
を
償

い
、
か
つ
、
適
正
な
利
潤
を
含
む
定
形
信
書
便
物
の
料
金
の
水
準
を
超
え
な
い

と
認
め
る
と
き
で
な
け
れ
ば
、
同
項
の
認
可
を
し
て
は
な
ら
な
い
。 

（
新
設
） 

（
事
業
改
善
の
命
令
） 

（
事
業
改
善
の
命
令
） 

第
二
十
七
条 

総
務
大
臣
は
、
一
般
信
書
便
事
業
の
適
正
な
運
営
を
確
保
す
る
た

め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
一
般
信
書
便
事
業
者
に
対
し
、
次
に
掲
げ

る
事
項
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。 

第
二
十
七
条 

（
同
上
） 

一 

事
業
計
画
、
信
書
便
約
款
又
は
信
書
便
管
理
規
程
を
変
更
す
る
こ
と
。 

一 

（
同
上
） 

二 

一
般
信
書
便
役
務
に
関
す
る
料
金
が
第
十
六
条
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
か

に
適
合
し
て
い
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
料
金
を
変
更
す

る
こ
と
。 

二 

（
同
上
） 

三 

第
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
認
可
を
受
け
た
定
形
信
書
便
物
の
料
金

の
上
限
の
額
が
一
般
信
書
便
事
業
の
能
率
的
な
経
営
の
下
に
お
け
る
適
正
な

原
価
を
償
い
、
か
つ
、
適
正
な
利
潤
を
含
む
定
形
信
書
便
物
の
料
金
の
水
準

を
超
え
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
上
限
の
額
を
変
更
す
る
こ

と
。 

（
新
設
） 

四 

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
事
業
の
運
営
を
改
善
す
る
た
め
に
必
要

な
措
置
を
と
る
こ
と
。 

三 

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
事
業
の
運
営
を
改
善
す
る
た
め
に
必
要

な
措
置
を
と
る
こ
と
。 

（
準
用
） 

（
準
用
） 

第
三
十
四
条 

第
八
条
の
規
定
は
特
定
信
書
便
事
業
の
許
可
に
つ
い
て
、
第
十
条

か
ら
第
十
四
条
ま
で
、
第
十
九
条
第
三
項
、
第
二
十
条
か
ら
第
二
十
八
条
ま
で

第
三
十
四
条 
第
八
条
の
規
定
は
特
定
信
書
便
事
業
の
許
可
に
つ
い
て
、
第
十
条

か
ら
第
十
四
条
ま
で
、
第
十
九
条
第
三
項
、
第
二
十
条
か
ら
第
二
十
八
条
ま
で
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（
第
二
十
七
条
第
二
号
及
び
第
三
号
を
除
く
。
）
の
規
定
は
特
定
信
書
便
事
業

者
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
八
条
、
第
十
一

条
、
第
十
三
条
第
四
項
、
第
十
四
条
第
四
項
及
び
第
二
十
八
条
中
「
第
六
条
」

と
あ
る
の
は
「
第
二
十
九
条
」
と
、
第
十
条
中
「
第
七
条
第
一
項
第
一
号
又
は

第
三
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
三
号
」
と
、
第
十

二
条
第
二
項
、
第
十
三
条
第
三
項
及
び
第
十
四
条
第
三
項
中
「
第
九
条
」
と
あ

る
の
は
「
第
三
十
一
条
」
と
、
第
十
九
条
第
三
項
中
「
第
十
七
条
第
一
項
」
と

あ
る
の
は
「
第
三
十
三
条
第
一
項
」
と
、
「
一
般
信
書
便
役
務
以
外
の
信
書
便

の
役
務
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
信
書
便
役
務
」
と
、
第
二
十
七
条
第
四
号
中
「 

前
三
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

（
第
二
十
七
条
第
二
号 

 
 

 
 

を
除
く
。
）
の
規
定
は
特
定
信
書
便
事
業

者
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
八
条
、
第
十
一

条
、
第
十
三
条
第
四
項
、
第
十
四
条
第
四
項
及
び
第
二
十
八
条
中
「
第
六
条
」

と
あ
る
の
は
「
第
二
十
九
条
」
と
、
第
十
条
中
「
第
七
条
第
一
項
第
一
号
又
は

第
三
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
三
号
」
と
、
第
十

二
条
第
二
項
、
第
十
三
条
第
三
項
及
び
第
十
四
条
第
三
項
中
「
第
九
条
」
と
あ

る
の
は
「
第
三
十
一
条
」
と
、
第
十
九
条
第
三
項
中
「
第
十
七
条
第
一
項
」
と

あ
る
の
は
「
第
三
十
三
条
第
一
項
」
と
、
「
一
般
信
書
便
役
務
以
外
の
信
書
便

の
役
務
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
信
書
便
役
務
」
と
、
第
二
十
七
条
第
三
号
中
「 

前
二
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

（
審
議
会
等
へ
の
諮
問
） 

（
審
議
会
等
へ
の
諮
問
） 

第
三
十
八
条 

総
務
大
臣
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
審
議
会
等
（
国
家
行
政

組
織
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
八
条
に
規
定
す
る
機
関
を
い

う
。
）
で
政
令
で
定
め
る
も
の
（
次
条
第
二
項
に
お
い
て
「
審
議
会
等
」
と
い

う
。
）
に
諮
問
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
三
十
八
条 

（
同
上
） 

一 

第
二
条
第
四
項
第
二
号
、
同
条
第
七
項
第
三
号
、
第
九
条
第
二
号
又
は
第

十
六
条
第
二
項
第
二
号
の
総
務
省
令
を
制
定
し
、
又
は
改
廃
し
よ
う
と
す
る

と
き
。 

一 

（
同
上
） 

二 

第
六
条
若
し
く
は
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
許
可
又
は
第
十
二
条
第
一

項
（
第
三
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
六
条
第
三

項
、
第
十
七
条
第
一
項
、
第
二
十
二
条
第
一
項
（
第
三
十
四
条
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認

可
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
。 

二 

第
六
条
若
し
く
は
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
許
可
又
は
第
十
二
条
第
一

項
（
第
三
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
七
条
第
一

項 
 

 
 

 
 

 
 

、
第
二
十
二
条
第
一
項
（
第
三
十
四
条
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認

可
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
。 

三 

第
二
十
七
条
（
第
三
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規

定
に
よ
る
命
令
を
し
、
又
は
第
二
十
八
条
第
一
号
（
第
三
十
四
条
に
お
い
て

三 

（
同
上
） 
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準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
取
消
し
を
し
よ
う
と
す

る
と
き
。 

四 

第
三
十
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
標
準
信
書
便
約
款
を
制
定
し
、
又
は
改

廃
し
よ
う
と
す
る
と
き
。 

四 

（
同
上
） 

 
 

 


